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在宅勤務制度や、個々の時差出勤制度を導入し、柔軟な働き方を可能にします。

育児・介護・病気と仕事を両立し、全員が長く活躍できる事務所へ。

事務所一丸となった業務効率化と、有給休暇が取りやすい職場づくり。

AIの導入により、属人化を解消して、業務効率化を図り、休みをとりやすい環

境を整えます。


